平成１７年４月１日以降入学者適用
研 究 生 出 願 （ 入 学 ） の 手 引 き
  １　出願資格
      医学部研究生：大学を卒業した者及びこれと同等以上の学力があると認められた者で、かつ、研究能力があると認められた者。
　　　大学院医学系研究科研究生：大学院修士課程以上を修了した者又は大学院においてこれと同等以上の学力があると認められた者で、かつ、研究能力があると認められた者。
  ２　入学時期
        ４月又は１０月の１日とする。
        ただし、特別の事情がある場合に限り、各月の１日に入学することができる。
  ３　出願手続
      （１）出願期間
              入学しようとする月の前々月（留学生は２カ月前）の２０日までとする。
              ただし、特別の事情があり９月に入学しようとする場合については、
            ６月２０日を期限とする。
      （２）提出書類等
            ①研究生入学願書（所定様式）
            ②履歴書（所定様式）
            ③最終学校卒業証明書
            ④健康診断書（所定様式）
                本学医学部附属病院では健康診断は実施していない。

                健康診断を実施している保健所・病院等で受診すること。
            ⑤検定料    ９，８００円
            ⑥通知用封筒（長型３号）
              （氏名及び送付先住所を記入し、３５０円分の切手を貼付のこと。）
            ⑦所属長による出向承諾書　（病院、教育、公務関係者）          

            ⑧所属長による確約・承諾書（会社等に在職中の者    ）          

            ⑨本人の確約書            （会社等に在職中の者    ）

            ただし、⑦〜⑨については、該当者のみ提出。
      （３）提出先
              学生課大学院教育支援係（管理棟１階）
                ☎０７７−５４８−２０９５・２０９６
  ４　選考結果
        選考結果及び入学手続の詳細については、３−（２）−⑥の封筒にて直接
      本人に通知する。手続完了者には、研究生身分証明書を交付する。
  ５　研究期間
        最長で、入学を許可された日が属する年度の末日までとする。
        また、期間が満了しても、なお引き続き研究しようとする者は、期間満了日
      の１カ月半前までに、研究期間の延長を願い出ること。
  ６．入学料・授業料
        本学が指定する期日までに、入学料・授業料を納付すること。
        ①入学料  　　８４，６００円
            納付先：会計課出納係（管理棟３階）
                      ☎０７７−５４８−２０３２
            本学が指定した期日までに納付しない時は、入学の許可を取り消すこと
          がある。
        ②授業料  月額２８，９００円
            前期（４〜９月）と後期（１０〜３月）において、各期内に許可を
          受けている月数に相当する額を当初の月に納付すること。
            納付先：会計課出納係又は市中銀行等
  ７．その他
        既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。
        その他、詳細については学生課大学院教育支援係に照会すること。
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